
質問年月日 　令和6年4月26日（金）

委託番号 　6-9号

委託業務名 　令和6年度　統合小学校整備事業　用地補償調査業務委託

業務箇所 　多気町　相可一区　地内

 質 問 に 対 す る 回 答 書

質問内容

１.建物等の調査の非木造建物・立竹木調査の歩掛計上において今回設計書では「図面」

が計上されていない件について

1）非木造建物D・用途区分（ハ）はプレハブ等の構造と想定されますので算定を行うに

あたり、専門業者等の見積徴収になる可能性があり、図面作作成は省略されたのか。

お願いすることは可能か。

３）立竹木調査についても図面作成を行わず調査と算定だけの成果作成でよろしいか。

2）上記1）より、見積徴収となった場合その費用について契約後の追加変更を

２.用地測量（用地部門）の資料調査積算について

３.今回未計上となっている項目について、契約後の変更追加対応は可能か。

1）用地調査等_建物等の調査について

２）用地測量（用地部門）_用地測量

①打合せ協議　②作業計画書の作成　③材料費等　④旅費交通費

公開されてる委託業務設計書の参考資料では、歩掛適用「令和6年4月1日」となって

いるが、単位が「ha」で今回歩掛は、国土交通省の令和5年度版の設計業務等

標準積算基準書の7-1-2資料調査の歩掛（1-2-43ページ）及び機械経費等の率計上に

ついては、同基準（1-2-87ページ）での適用と考えてよろしいか。

明示してほしい。

特に、公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）の直接人件費に対する割合（％）



回 答 日 　令和6年4月30日（火）

回答内容

３.については、入札後契約業者と協議します。

１.については、入札時、計上無で算定し、入札後契約業者と協議します。

２.については、別紙参考資料をご確認ください。

①旅費交通費（率計上）（測量）　②電子成果品作成費（測量）


